
誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、インターネット上の誹謗中傷被害の解決を図るため、誹謗中傷被害によ

り生じる名誉毀損等に係る開示請求等の手続き（以下「裁判等」という）において、被

害者が負担する弁護士費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に規

定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２条 この要綱に基づいて交付する補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象者

（以下「補助対象者」という。）は、インターネット上の誹謗中傷被害を受けている者

であって、山梨県内に在住し、次の各号いずれにも該当する者とする。 

 （１）誹謗中傷被害について、山梨県又は日本司法支援センター（以下「法テラス」と

いう。）の実施する無料法律相談を利用した者 

 （２）別表に示す所得要件等を満たす者 

 （３）裁判等を行うため、現に弁護士費用の着手金の支払いを行った者又は法テラスの

代理援助を利用した者（ただし、法テラスの代理援助を利用した者については、立

替金の償還が猶予されている者を除く。） 

 

（補助対象経費、補助金の額及び限度額） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、裁判等に

際して補助対象者が負担する費用のうち、補助金の交付申請を行う会計年度（地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２０８条第１項に規定する会計年度をいう。以下同じ。）

内（ただし、本要綱の施行日より前の期間を除く。）に支払を行った（法テラスの代理

援助の場合は、立替決定が行われた（立替金の償還の猶予を受けていた者については猶

予が終了した））弁護士費用の着手金とする。 

２ 県が交付する補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とする。ただし、補助金の

額に百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 

３ 県が交付する補助金は、１回あたり１１万円を上限とし、１人１回までとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、補助

金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付申請は、補助対象経費の支払を行った日（法テラスの代理援助の場合は、

立替決定（立替金の償還の猶予を受けていた者については猶予の終了）日）が属する会

計年度とし、知事が指定する日までに行うものとする。ただし、期日が閉庁日の場合は

その直前の開庁日までとする。 

３ 前項の規定について、災害その他、知事がやむを得ないと認める場合については、こ

の限りではない。 



（補助金の交付決定及び額の確定） 

第５条  知事は、前条第１項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを

審査の上、交付を決定したときは交付決定及び額の確定通知書（様式第２号）により、

不交付を決定したときは不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に対してすみ

やかに通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第６条 補助金は、前条の規定による補助金の交付決定及び額の確定後、申請者の指定す

る口座に支払うものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第７条 知事は、申請者が偽りその他不正の手段で補助金の交付を受けたとき、その全部

又は一部を取消すことができる。 

２ 知事は、前項の規定により補助金交付の全部又は一部を取り消した場合は、申請者に

対しその全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（補助金の交付に関する調査） 

第８条 知事は、補助金の交付について必要と認めたときは、申請者に対し報告又は必要

な資料の閲覧を求めることができる。 

 

（書類の保管） 

第９条 補助事業に係る証拠書類等は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して５

年間、整備保管しておかなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年１２月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

 

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円） 

0人 622 833.3 

1人 660 875.6 

2人 698 917.8 

3人 736 960 

4人 774 1,002 

5人 812 1,040 

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族（施設入所等児童を除

く。以下、「扶養親族等」という。）並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日に

おいて生計を維持したものの数をいう。 

扶養親族等の数に応じて、限度額（所得額ベース）は、１人につき３８万円（扶養親

族等が同一生計配偶者（７０歳以上の者に限る）又は老人扶養親族であるときは４４万

円）を加算した額となる。 

収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額をいう（実際の適用は所得

額で行い、収入額は用いない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

  年  月  日 

 

山梨県知事        殿 

 

（申請者）〒 

     住所 

                      氏名 

                      電話 

 

 

誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費補助金交付申請書 

 

 誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づ

き、次のとおり関係書類を添えて補助金の交付を申請します。 

 

 １ 交付を受けようとする補助金の額          円 

 

 ２ 添付書類 

（１） 山梨県内の市町村が発行する住民票の写し等、申請者が山梨県内に在住することを

証する書類 

（２） ・法テラスを利用した場合 □ 

     ⇒ 法テラスの代理援助を利用したことを確認することができる書類等、法テラ

スを利用したことを証する書類 

    ・県の実施する無料法律相談を利用した場合 □ 

    ⇒ 書類不要 

（３）要綱第２条第１項第２号別表に規定する要件を満たすことを確認できる書類 

   ・課税証明書（直近のもの） 

   [以下は該当がある場合] 

   ・給与明細（直近２ヶ月） 

   ・確定申告書の写し（収受印のあるもの・e-taxの場合は受信通知を添付） 

   ・年金証書（通知書）の写し（基礎年金番号の記載がないもの） 

   ・その他これに準ずる書類 

   ※（２）で法テラスの代理援助を利用したことを確認することができる書類を提出

した場合は、（３）の書類は提出不要 

（４）裁判等に関する弁護士費用の着手金に係る領収書の写し 

   ※（２）で法テラスの代理援助を利用したことを確認することができる書類を提出

した場合は、（４）の書類は提出不要 



３ 振込口座申出欄 ※申請者名義の普通預金口座に限る 

 

金融機関名  

支店名  

口座番号  

口座名義（カタカナ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

号 

 年  月  日 

 

（申請者）殿 

 

 

                            山梨県知事 

 

  

 

誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費補助金交付決定及び額の確定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費

補助金については、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）第５条第

１項及び第１３条の規定により、次のとおり交付を決定し、補助金額を確定したので、誹

謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

１ 補助金交付決定兼確定額           円 

 

２ 注意事項 

 （１）補助金の交付後にあって交付申請書の内容に疑義が生じた場合は要綱第８条の規

定に基づき申請者に対して交付に関する調査を行うことがあります。 

 （２）申請者が偽りその他不正の手段で補助金の交付を受けたことが判明した場合は、

要綱第７条各項の規定に基づき、補助金交付決定の一部又は全部を取り消し、返還

を命ずることがあります。 

 

 

 

 

 



様式第３号 

号 

 年  月  日 

 

（申請者）殿 

 

 

                            山梨県知事 

 

  

 

誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費補助金不交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費

補助金については、不交付とすることに決定したので、誹謗中傷被害者法的サービス費用

支援事業費補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

不交付の理由 

 


